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税務訴訟資料 第２７４号（順号１４０３６） 

 

 広島高等裁判所岡山支部 令和●●年（○○）第●●号 「令和２年分所得税及び復興特別所得税

の更正通知書」の無効確認請求控訴事件 

 国側当事者・国 

 令和６年１０月３１日棄却・上告 

 （第一審・岡山地方裁判所、令和●●年（○○）第●●号、令和６年３月２６日判決、本資料２７

４号・順号１３９６４） 

 

    判    決 

 控訴人        甲 

 被控訴人       国 

 同代表者法務大臣   牧原 秀樹 

 同指定代理人     松本 拓也 

 同          青山 耕治 

 同          坂田 奈央 

 

    主    文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨 

  １ 原判決を取り消す。 

  ２ 「令和２年分所得税及び復興特別所得税の更正通知書」が無効であることを確認する。 

 第２ 事案の概要等（略語は新たに定義しない限り原判決の例による。） 

  １ 事案の概要 

    本件は、控訴人が、被控訴人に対し、岡山東税務署長作成にかかる令和５年８月２２日付け

「令和２年分所得税及び復興特別所得税の更正通知書」（本件更正通知書）について、民訴法

１３４条の２に基づく証書真否確認の訴えを提起する事案である（本件は、行政事件訴訟法

上の無効等確認の訴えではない。）。 

原審は、本件訴えは本件更正通知書の記載内容が客観的事実と異なることの確認を求めるも

のであり、かかる訴えは民訴法１３４条の２に基づく訴えとして認められないとして、本件

訴えを却下したため、これを不服として、控訴人が本件控訴を提起した。 

  ２ 当事者の主張は、原判決「事実及び理由」の「第２ 当事者の主張」の１及び２（原判決２

頁７行目～４頁４行目）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 当裁判所も、本件訴えは不適法であり、却下すべきものと判断する。その理由は、原判決

「事実及び理由」の「第３ 当裁判所の判断」の１（原判決４頁６行目～２２行目）に記載

のとおりであるから、これを引用する。 
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  ２ よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主

文のとおり判決する。 

 

広島高等裁判所岡山支部第２部 

裁判長裁判官 井上 一成 

   裁判官 木村 哲彦 

   裁判官 國屋 昭子 


